
厚
労
省
は
２
０
２
４
年
度
の

医
科
・
歯
科
賃
上
げ
率
を
２
・

５
％
と
な
る
よ
う
制
度
を
設

計
し
て
い
る
が
、
分
科
会
で

シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
さ
れ
て

い
る
賃
上
げ
の
増
加
率
の
中

央
値
が
約
２
・
５
％
で
あ
る
。

つ
ま
り
半
数
は
算
定
し
て
も

賃
上
げ
目
標
に
届
か
な
い
上
、

多
く
が
給
与
の
ギ
ャ
ッ
プ
を

根
本
的
に
解
決
で
き
な
い
の

で
あ
る
。

　
目
標
額
に
届
か
な
い
場
合

は
追
加
で
調
整
と
な
る
が
、

調
整
の
対
象
と
な
る
の
は
、

目
標
値
の
半
分
で
あ
る
１
・

２
％
（
外
来
）
に
満
た
な
い

作
成
の
手
間
が
か
か
る
だ
け

で
な
く
職
員
へ
の
不
信
を
与

え
る
要
因
と
も
な
り
う
る
。

　
医
療
機
関
は
、
計
算
ツ
ー

ル
を
用
い
て
各
々
が
算
定
す

る
区
分
を
把
握
し
、
点
数
を

算
定
す
る
。
患
者
が
受
診
し

た
際
、
こ
の
点
数
が
高
い
ほ

ど
職
員
の
賃
金
引
上
げ
を

行
っ
て
い
る
こ
と
が
露
呈
す

る
。
算
定
す
る
医
療
機
関
間

に
人
件
費
上
の
新
た
な
格
差

が
生
じ
、
同
時
に
患
者
の
窓

口
負
担
額
に
も
格
差
を
生
じ

る
こ
と
は
、
診
療
所
経
営
に

余
計
な
負
担
と
混
乱
を
持
ち

込
ま
な
い
か
心
配
さ
れ
る
。

場
合
の
み
。
い
ず
れ
も
事
務

職
員
は
対
象
か
ら
除
外
さ
れ
、

有
資
格
等
の
職
種
に
限
定
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
診
療
所
１
・

２
％
の
最
低
保
証
は
、
有
資

格
等
職
員
２
名
以
上
の
医
療

機
関
に
し
か
適
応
さ
れ
ず
、

零
細
の
医
療
機
関
は
実
質
、

除
外
さ
れ
る
。

　
厚
労
省
は
、
公
表
し
て
い

る
計
算
ツ
ー
ル
や
報
告
書
等

を
用
い
る
よ
う
促
し
て
い
る

が
、
手
間
が
煩
雑
で
あ
る
。

　
ま
た
、
職
員
に
開
示
さ
れ

る
「
改
善
計
画
書
」
は
賃
金

の
改
善
見
込
み
総
額
、
定
期

昇
給
分
や
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
の

内
訳
な
ど
を
記
載
し
な
け
れ

ば
な
ら
ず
、
評
価
料
の
対
象

外
と
な
る
事
務
職
員
に
関
し

て
も
同
様
の
記
載
欄
が
あ
り
、

　
医
療
の
価
格
は
、
コ
ス
ト

上
昇
に
よ
り
価
格
を
見
直
す

こ
と
が
で
き
る
民
間
サ
ー
ビ

ス
と
は
異
な
り
、
勝
手
に
医

療
機
関
で
上
げ
る
こ
と
が
で

き
な
い
。
そ
れ
故
数
十
年
ぶ

り
の
イ
ン
フ
レ
下
で
の
診
療

報
酬
改
定
で
あ
り
、
物
価
高

騰
対
応
や
賃
上
げ
は
重
点
課

題
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
。

　
そ
の
よ
う
な
中
、
以
前
よ

り
医
師・歯
科
医
師・薬
剤
師
・

看
護
師
を
除
い
た
医
療
関
係

職
種
の
月
給
与
平
均
は
低

く
、
中
医
協
資
料
に
よ
れ
ば
、

２
０
２
２
年
度
は
医
療
関
係

職
種
の
給
与
は
32
・
７
万
円

と
全
産
業
平
均
36
・
１
万
円

を
10
％
近
く
下
回
っ
て
い
る

　
　
。看
護
補
助
者
に
い
た
っ

て
は
、
同
25
・
５
万
円
と

30
％
下
回
っ
て
い
る
状
態
だ
。

北 海 道 保 険 医 新 聞

　

昨
年
の
消
費
者
物
価
指
数

は
平
均
で
約
３
・
１
％
上
昇

し
41
年
ぶ
り
の
高
水
準
と
な

っ
て
い
た
。
そ
し
て
大
企
業

の
２
０
２
４
年
春
闘
の
平
均

賃
上
げ
率
は
、
連
合
の
発
表

に
よ
る
と
５
・
24
％
と
１
９

９
１
年
以
来
の
高
い
伸
び
と

な
り
、
中
小
企
業
で
も
４
・
50

％
の
上
昇
率
と
な
っ
た
▼
今

回
の
診
療
報
酬
改
定
は
本
体

０
・
88
％
増
の
う
ち
看
護
職

員
等
の
賃
上
げ
に
０
・
61
％

を
あ
て
て
お
り
、
２
０
２
４

年
度
に
２
・
５
％
、
２
０
２

５
年
度
に
２
・
０
％
の
賃
上

げ
を
目
指
す
方
針
が
示
さ
れ

た
。
し
か
し
、
新
設
の
外
来

ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
評
価
料
は
対

象
の
給
与
総
額
の
１
・
２
％

と
設
定
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ

以
上
の
賃
上
げ
は
各
医
療
機

関
の
収
入
や
促
進
税
制
を
組

合
せ
る
こ
と
で
実
施
す
る
よ

う
に
自
助
努
力
が
求
め
ら
れ

て
い
る
▼
今
回
の
改
定
で
は

特
定
疾
患
療
養
管
理
料
か
ら

高
血
圧
、
糖
尿
病
、
脂
質
異

常
症
が
外
さ
れ
、
内
科
系
の

診
療
所
で
は
大
き
な
減
収
が

見
込
ま
れ
て
お
り
、
簡
単
に

賃
上
げ
が
で
き
る
状
況
に
は

な
い
▼
来
年
は
診
療
報
酬
の

改
定
も
な
く
、
２
・
０
％
の

賃
上
げ
原
資
が
全
く
見
当
た

ら
な
い
。
大
幅
な
物
価
上
昇

が
続
い
て
い
る
中
で
医
療
機

関
の
職
員
の
給
料
改
善
の
た

め
に
大
幅
な
診
療
報
酬
の
プ

ラ
ス
改
定
を
求
め
て
い
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

橋本　透
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９
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長
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町
）

解
説
「
２
０
２
４
年
度
医
科

診
療
報
酬
改
定―

新
点
数
Ｑ
＆
Ａ
」
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２

●「
今
こ
そ
医
科
歯
科
一
体
の

本
会
の
本
領
を
発
揮
す
る
時
」

●
…
面
３

●
…
面
４

●
会
員
訪
問

読
後
感

●

　

今
次
診
療
報
酬
改
定
は
、
本
体
で
０
・
88
％
と
わ
ず
か
に
プ
ラ
ス

と
な
っ
た
も
の
の
、
そ
の
プ
ラ
ス
分
の
財
源
の
ほ
と
ん
ど
は
「
賃
上

げ
」
を
目
的
と
さ
れ
、
賃
上
げ
を
評
価
と
し
た
関
連
点
数
は
プ
ラ
ス

分
の
う
ち
０
・
61
％
に
あ
た
る
。
こ
の
点
数
は
全
額
賃
上
げ
充
当
が

要
件
で
の
使
途
限
定
で
あ
り
、
賃
上
げ
額
分
と
し
て
十
分
で
な
い
、

実
務
負
担
に
見
合
わ
な
い
な
ど
の
問
題
点
を
抱
え
て
い
る
。

賃
上
げ
に
は
不
足

初
・
再
診
料
の
大
幅
引
き
上
げ
が
筋

図

図

医療関係職種の給与（厚労省資料より一部改変）

ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
評
価

（
Ｙ
Ｉ
）

　3月31日（日）に予定していた医科新点数検討会が会場設備不良の
ため急遽中止となり、ご来場いただいた皆様には多大なご迷惑をお
かけしましたことを深くお詫び申し上げます。再開催として4月24日
（水）にオンラインで実施した医科新点数検討会について、下記期間
において動画配信を行っています。
　期間中、下記URLよりアクセスしていただき、メンバーIDとパス
ワードを入力してご視聴下さい。

イ
ン
フ
レ
下
で
の

　

低
す
ぎ
る
充
当
率

診
療
所
間
の

　
　

格
差
が
露
呈

煩
雑
な
人
件
費
計
算
と

事
務
対
応

40.0
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（万円）

医科新点数検討会（動画配信）
のお知らせ

動画視聴期間： 5月31日（金）まで

URL https://x.gd/NDsQf
メンバーID kaitei2024
パスワード  20240424hokkaido

お問い合わせは、審査対策部まで
011-231-6281

※動画視聴期間外はページが開き
　ませんのでご留意ください。
※テキストは「点数表改定のポイ
　ント2024年6月」を使用します。
※視聴後のご質問については、本会
　審査対策部までご連絡ください。

一般社団法人　北海道保険医会

傍聴ご希望の方は事務局までお知らせください。

第12回代議員総会のご案内

日時 5月25日（土）午後5時から 場所 札幌グランドホテル

　
こ
こ
数
回
の
改
定
で
、
診

療
報
酬
の
使
用
用
途
が
限
定

さ
れ
て
お
り
、
実
質
的
な
改

定
部
分
は
ご
く
わ
ず
か
に

な
っ
て
い
る
。
本
体
が
微
増

に
留
ま
っ
て
い
る
一
方
で
、

使
途
限
定
分
に
つ
い
て
は

徐
々
に
拡
大
し
て
い
る
。

　

賃
上
げ
の
関
連
点
数
は

種
々
の
問
題
を
抱
え
て
お
り
、

煩
雑
な
実
務
内
容
に
二
の
足

を
踏
み
、
届
出
し
な
い
医
療

機
関
も
一
定
数
程
度
い
る
こ

と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
届

出
し
な
け
れ
ば
改
定
が
行
わ

れ
な
か
っ
た
こ
と
と
同
義
で

あ
り
、
そ
れ
を
見
た
国
は
、

医
療
機
関
が
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ

評
価
料
を
必
要
と
し
な
い
と

捉
え
ら
れ
か
ね
な
い
こ
と
も

問
題
で
あ
る
。

※昨年と会場が異なります

　
　
　

 

◇　

◇　

◇

　
医
療
機
関
に
は
価
格
決
定

で
き
る
部
分
が
ほ
と
ん
ど
な

く
、
春
闘
な
ど
の
賃
上
げ
の

機
運
に
合
わ
せ
対
応
す
る
こ

と
は
土
台
無
理
な
話
で
あ

る
。
　
こ
れ
で
は
コ
ロ
ナ
禍
の
負

荷
も
重
な
り
、
医
療
関
係
職

種
の
入
職
超
過
率
が
０
・

０
％
に
ま
で
低
下
し
て
い
る

現
状
を
打
開
し
、
人
材
確
保

の
糸
口
に
な
る
と
は
い
え
ず
、

人
材
流
出
に
歯
止
め
を
か
け

る
こ
と
に
は
期
待
で
き
な

い
。
　
本
来
、
賃
上
げ
を
求
め
る

の
で
あ
れ
ば
、
経
営
の
一
番

の
原
資
と
な
る
初
・
再
診
料

な
ど
の
基
本
診
療
料
や
汎
用

点
数
を
大
幅
に
引
き
上
げ
れ

ば
よ
く
、
そ
れ
が
最
も
簡
便

で
は
な
い
か
。

用
途
が

　

限
定
的
な
改
定
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2024年度医科診療報酬改定
― 新点数Q＆A ―

※J038人工腎臓、J038-2持続緩徐式血液濾過、J039血漿交換療法、J042腹膜灌流を指す

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
が
５
類
に
移
行
し

１
年
が
経
過
し
ま
し
た

が
、
収
束
は
せ
ず
、
感
染

の
拡
大
、
縮
小
を
繰
り
返

し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
４

年
ぶ
り
の
イ
ン
フ
ル
エ
ン

ザ
大
流
行
に
よ
り
、
そ
の

対
応
に
医
療
機
関
が
追
わ

れ
ま
し
た
。
コ
ロ
ナ
発
生

か
ら
４
年
、
小
児
中
心
の

溶
連
菌
感
染
症
も
過
去
10

年
で
最
多
の
感
染
を
記
録

し
、
ま
さ
に
医
療
界
は
激

動
の
時
代
で
す
。

　
こ
の
状
況
で
今
般
の
実

質
マ
イ
ナ
ス
改
定
も
医
療

機
関
を
さ
ら
な
る
窮
地
へ

追
い
込
ん
で
い
ま
す
。一
方
、

国
民
生
活
は
コ
ロ
ナ
前
に

会
の
弱
体
化
を
招
き
、
保

険
医
の
声
が
益
々
、
国
に

届
き
に
く
く
な
る
こ
と
は

明
白
で
す
。

　

医
療
改
悪
を
阻
止
し
、

我
々
保
険
医
の
生
活
を
守

り
、
ひ
い
て
は
道
民
の
健

康
を
守
る
た
め
に
も
、
今

月
末
開
催
の
第
12
回
代
議

員
総
会
に
て
議
論
を
深

め
、
さ
ら
に
他
の
医
療
関

係
団
体
で
は
出
来
な
い
、

本
会
の
医
科
歯
科
一
体
の

特
色
を
生
か
し
な
が
ら
、

会
員
増
加
を
目
指
す
各
種

事
業
活
動
を
展
開
し
て
い

き
ま
す
。

　
皆
様
の
さ
ら
な
る
ご
支

援
ご
協
力
を
お
願
い
い
た

し
ま
す
。

戻
っ
て
は
お
ら
ず
、
自
己

判
断
で
感
染
対
策
を
行
い

な
が
ら
の
状
況
は
続
い
て

お
り
、
追
い
討
ち
を
か
け

る
よ
う
に
物
価
高
騰
が
止

ま
り
ま
せ
ん
。

　
労
働
者
賃
金
の
引
上
げ

は
一
部
の
上
場
企
業
で
は

行
わ
れ
る
も
の
の
、
中
小

企
業
ま
で
は
及
ん
で
い
ま

せ
ん
。
し
か
し
日
銀
は
マ

イ
ナ
ス
金
利
政
策
を
解
除

し
ま
し
た
。
前
・
現
政
権

が
行
っ
て
き
た
政
策
に
原

因
が
あ
る
こ
と
は
明
ら
か

で
す
。

　
こ
れ
に
よ
り
、
国
民
生

活
は
益
々
苦
し
く
な
り
、

医
療
機
関
へ
の
受
診
控
え

が
起
こ
る
こ
と
も
容
易
に

予
想
が
つ
き
、
疾
患
の
重

症
化
も
危
惧
さ
れ
ま
す
。

度
重
な
る
診
療
報
酬
改
悪
、

物
価
高
騰
、
患
者
受
診
控

え
の
三
重
苦
で
、
医
療
経

営
は
持
ち
堪
え
ら
れ
る
の

で
し
ょ
う
か
。

　
昨
年
以
降
、
本
会
は
各

種
事
業
を
対
面
・
ハ
イ
ブ

リ
ッ
ド
開
催
を
交
え
て
、

順
次
再
開
し
、
会
員
へ
の

情
報
発
信
や
福
利
厚
生
事

業
等
、
本
会
の
特
色
で
あ

る
医
科
歯
科
一
体
の
活
動

を
積
極
的
に
行
っ
て
き
ま

し
た
。
し
か
し
本
会
同
様
、

全
国
の
保
険
医
会
・
協
会

の
会
員
数
の
減
少
に
は
歯

止
め
が
か
か
っ
て
い
ま
せ

ん
。
会
員
減
は
ま
さ
し
く

総務部長 芦田　眞治

今こそ医科歯科一体の
本会の本領を発揮する時

解　　説

　厚労省は3月28日付で「疑義解釈資料の送付について（その
1）」を発出しました。今回、医科関連でより重要と思われる項
目を5月中旬発刊の「新点数運用Q＆A―レセプトの記載」に掲
載予定（4月15日時点）の内容も含め掲載します。

【外来感染対策向上加算（初診料・再診料共通）】

　新興感染症の発生時等に、都道府県等の要請を受けて発熱患者の診療等を実
施する体制に係る施設基準要件について、第二種協定指定医療機関であることに
変更された。
　また、以下の2つが追加された。

ア．

イ．

　当該医療機関の外来において、受診歴の有無に関わらず、発熱その他感染
症を疑わせるような症状を呈する患者の受入れを行う旨を公表し、受入れを
行うために必要な感染防止対策として、空間的・時間的分離により発熱患者等
の動線を分ける等の対応を行う体制を有している。
　感染症から回復した患者の罹患後症状が持続している場合に、当該患者の
診療について必要に応じて精密検査が可能な体制又は専門医への紹介が可
能な連携体制があることが望ましい。

　施設基準にどのような変更があったのか。問

答

【発熱患者等対応加算（初診料・再診料共通）】

　診療所でしか算定できない。なお、病院の外来で発熱患者等に対応した場合の
加算点数はない。

　発熱患者等対応加算は、病院でも算定できるのか。問

答

　算定できる。発熱、呼吸器症状、発しん、消化器症状又は神経症状その他感染症
を疑わせるような症状を有する状態の患者に対して、空間的・時間的分離を含む適
切な感染対策の下で診療を行った場合は算定できる。なお、情報通信機器を用い
た診療の場合は算定不可。

　感冒や急性気管支炎などの症状の患者でも算定できるのか。問

答

【医療DX推進体制整備加算（初診料）】

①マイナ保険証の利用率が一定割合以上である（2024年10月1日から適用）。
②電子処方箋を発行する体制を有している（経過措置：2025年3月31日まで）。
③電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制を有している（経過措置：2025
　年9月30日まで）。
④院内掲示事項について2025年6月1日以降は、原則として、ウェブサイトにも掲
　載する。なお、自ら管理するホームページ等を有しない場合については、ウェブサ
　イトへの掲載は不要。

　施設基準のうち経過措置、適用時期が設けられている事項は何か。問

答

【療養病棟入院基本料】

　2024年6月1日以前の中心静脈栄養を開始した日から起算して30日を超え
ている場合、2024年6月1日以降は、処置等に係る医療区分2として評価する。
ただし、2024年3月31日時点において、療養病棟入院基本料に係る届出を
行っている病棟に入院している患者であって、中心静脈栄養を実施している患
者については、当面の間、処置等に係る医療区分3として取り扱う。

　医療区分における中心静脈栄養の評価について、広汎性腹膜炎、腸閉塞、
難治性嘔吐、難治性下痢、活動性の消化管出血、炎症性腸疾患、短腸症候群、
消化管瘻若しくは急性膵炎を有する患者以外を対象とする場合、中心静脈栄
養を開始した日から30日を超えた場合は処置等に係る医療区分2として評価
を行うこととされたが、2024年6月1日以前より当該病棟において中心静脈栄
養を開始した場合はどのように取り扱うのか。

問

答

【障害者施設等入院基本料】

　　  を参考にしていただきたい。なお、要件等の詳細については省略している
ため、必ず確認のうえで算定を行う。

　注6、注13、注14はどういった場合に算定するのか。問

答

　自院への転院日が起算日となる。

　中心静脈栄養の開始日から30日以内の場合は、医療区分3とされるが、他医
療機関において中心静脈栄養を開始後、自院に転院し引き続き中心静脈栄養
を実施した場合、他医療機関での開始日か、自院への転院日か、30日以内の起
算日はどちらとなるか。

問

答

　「疾患・状態」又は「処置等」の何れか一方が医療区分3に該当すれば、医療
区分3の患者として算入する。

　医療区分2・3の該当患者割合の算出について、医療区分3が「疾患・状態」に
よる区分と「処置等」による区分とに分かれたが、何れの区分においても医療
区分3に該当しなければ、医療区分3の患者として算入しないか。

問

答

　利用率の割合は今後示される予定。

　「マイナ保険証の利用率が一定割合以上である」とあるが、何割以上なのか。問

答

　現時点では、2023年1月26日に稼働した基本機能（電子処方箋の発行・応需（処
方・調剤情報の登録を含む）、処方・調剤情報の閲覧、重複投与・併用禁忌のチェッ
ク）に対応した電子処方箋を発行できる体制を有していればよい。

　「電子処方箋を発行する体制を有していること」とあるが、電子処方箋の機能
が拡張された場合について、どのように考えればよいか。

問

答

　厚労省が医療DXの中で整備をすすめている以下のサービスを含む仕組みのこ
とを指す。2025年度に運用開始が予定されている。
①文書情報を医療機関等が電子上で送受信できるサービス
②全国の医療機関等で患者の電子カルテ情報（6情報）を閲覧できるサービス
③本人等が、自身の電子カルテ情報（6情報）を閲覧・活用できるサービス
　なお、6情報とは以下の通り。
　ア．傷病名　イ．アレルギー　ウ．感染症　エ．薬剤禁忌　
　オ．検査（救急、生活習慣病）　カ．処方（処方は文書抽出のみ）

　「電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制」とは何か。問

答

①診察室等において、オンライン資格確認等システムにより取得した診療情報等を 
　活用して診療を実施している。
②マイナ保険証を促進する等、医療DXを通じて医療を提供できるよう取り組んで
　いる。
③電子処方箋の発行（経過措置：2025年3月31日まで）及び電子カルテ情報共有
　サービス（経過措置：2025年9月30日まで）などの医療DXにかかる取り組みを
　実施している。

　院内掲示事項として、どのような内容が設けられたのか。問

答

　2024年3月31日において現に当該加算を届け出ている場合は、2024年12月
31日までの経過措置があるので、それまでに第二種協定指定医療機関の指定を受
けた上で、改めて届出を出しなおす必要がある。

　2024年3月31日において外来感染対策向上加算を届け出ている場合でも、第二
種協定指定医療機関の指定を受ける必要はあるか。

問

答

図

図

障害者施設等入院基本算定フローチャート
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YES YES

YES

NONO

NO NO



医
科

医
科

（3）第1023号（昭和40年4月18日 第3種郵便物認可） 2024年（令和6年）5月5日北 海 道 保 険 医 新 聞

切
る
③
悪
口
を
言
う
で
あ

る
。
　
自
分
の
人
生
を
振
り
返
っ

て
み
る
と
、
フ
レ
ネ
ミ
ー
に

当
て
は
ま
る
人
物
が
た
く
さ

ん
い
た
。

　
フ
レ
ネ
ミ
ー
に
は
情
報
を

与
え
ず
、
勇
気
を
持
っ
て
少

し
距
離
を
取
る
の
が
良
い
と

さ
れ
て
お
り
、
今
後
フ
レ
ネ

ミ
ー
に
当
て
は
ま
る
人
物
が

出
現
し
た
場
合
、
実
践
し
て

み
よ
う
と
思
う
。

　
こ
の
本
に
は
色
々
な
ワ
ー

ド
が
あ
り
、
そ
の
中
の
一
つ

の
「
フ
レ
ネ
ミ
ー
」
と
い
う

ワ
ー
ド
が
特
に
印
象
的
で

あ
っ
た
。

　
「
フ
レ
ネ
ミ
ー
」
と
は
「
友

達
」
と
い
う
意
味
の
フ
レ
ン

ド
（friend

）
と
「
敵
」
と

い
う
意
味
の
エ
ネ
ミ
ー

（enemy

）
を
合
わ
せ
て
作
ら

れ
た
造
語
で
「
友
達
の
ふ
り

を
し
た
敵
」
の
こ
と
で
あ
る
。

　

特
徴
は
①
嫉
妬
す
る
②
裏

堀 

も 

と 

こ 

著

あ 

さ 

出 

版

（
Ｋ
・
Ｈ
）

こ
と
、
白
石
そ
う
ま
歯
科
ク

リ
ニ
ッ
ク
に
関
わ
っ
て
く
れ

て
い
る
ス
タ
ッ
フ
や
業
者
さ

ん
、
み
ん
な
が
来
や
す
く
楽

し
く
働
く
こ
と
の
で
き
る
医

院
を
目
指
し
て
い
ま
す
。 

―
ご
趣
味
は

　
古
着
屋
巡
り
で
す
。
い
ろ

い
ろ
な
店
に
よ
く
行
き
ま

す
。

―

ご
家
族
は

　
妻
と
子
供
が
２
人
（
３
歳

男
の
子
、
０
歳
女
の
子
）
と

猫
（
８
歳
・
雄
）
が
い
ま
す
。

―

今
後
の
目
標
に
つ
い
て

　
様
々
な
治
療
法
を
提
示
で

き
る
選
択
肢
の
多
い
歯
科
医

師
に
な
る
こ
と
を
目
標
と
し

て
い
ま
す
。

―

本
会
へ
の
要
望
な
ど

　

ま
だ
開
院
し
た
ば
か
り

みんなが気軽に立ち寄れる医院

相馬　裕佑 先生
白石そうま歯科クリニック　札幌市・白石区154154

略歴
　札幌市出身。北海道医療大学歯学部卒業。
札幌市内、小樽市の歯科医院で非常勤、医療
法人真星会パーク歯科診療室で勤務を経て、
白石そうま歯科クリニックを開業。

―

開
業
し
た
動
機
な
ど

　
自
分
が
や
り
た
い
診
療
、

患
者
さ
ん
に
良
い
と
思
え
る

診
療
を
す
る
た
め
に
、
自
分

の
思
っ
た
と
お
り
の
医
院
を

作
り
た
く
て
開
業
し
ま
し

た
。

―

診
療
で
心
が
け
て
い
る
こ
と

　
は

　
患
者
さ
ん
と
よ
く
話
し
、

何
を
希
望
し
て
、
ど
の
よ
う

―

本
会
に
入
会
し
た
理
由
は

　
歯
科
診
療
の
保
険
点
数
や

ル
ー
ル
に
つ
い
て
、
き
ち
ん

と
勉
強
し
た
こ
と
が
な
か
っ

た
の
で
、
あ
ら
た
め
て
ち
ゃ

ん
と
勉
強
し
よ
う
と
思
い
ま

し
た
。
本
院
は
よ
ね
た
歯
科

ク
リ
ニ
ッ
ク
を
居
抜
き
し
開

業
し
て
お
り
、
前
院
長
の
米

田
先
生
の
す
す
め
で
入
会
し

ま
し
た
。

に
な
り
た
い
と
思
っ
て
い
る

の
か
を
、
常
日
頃
考
え
な
が

ら
診
療
に
臨
ん
で
い
ま
す
。

―

診
療
で
大
変
な
こ
と
や
嬉
し

　
か
っ
た
こ
と
な
ど
は
あ
り
ま

　
す
か

　
患
者
さ
ん
の
治
療
以
外
の

仕
事
が
不
慣
れ
で
、
時
間
が

が
か
か
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

ま
た
、
自
分
が
社
会
人
と
し

て
の
経
験
が
浅
い
の
で
、
患

者
さ
ん
に
迷
惑
を
か
け
て
い

な
い
か
心
配
し
て
い
ま
す
。

　
嬉
し
か
っ
た
こ
と
は
痛
み

の
あ
る
患
者
さ
ん
が
、
次
に

来
院
さ
れ
た
時
に
痛
ま
な
い

と
言
っ
て
く
れ
る
こ
と
で

す
。

―

ど
の
よ
う
な
医
院
を
目
指
し

　
て
い
ま
す
か

　
患
者
さ
ん
は
も
ち
ろ
ん
の

で
、
院
長
と
し
て
は
駆
け
出

し
中
の
駆
け
出
し
な
の
で
、

保
険
診
療
や
新
規
個
別
指
導

な
ど
に
つ
い
て
の
情
報
を
お

願
い
し
ま
す
。

―

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　
こ
れ
か
ら
も
み
ん
な
が
気
軽

　
に
立
ち
寄
り
、
ま
た
来
た
い

　
と
思
う
歯
科
医
院
と
し
て
、
是

　
非
ご
活
躍
い
た
だ
き
た
い
で

　
す
。

（
聞
き
手
　
事
務
局
丸
岡
）

〈
主
な
協
議・検
討
事
項
〉

①（
５
／
９
）歯
科
点
数
第
２
次
検
討
会
開
催
に
つ
い
て

　
・ 

改
定
内
容
が
複
雑
多
岐
に
わ
た
り
、
新
設
さ
れ

　

   

た
施
設
基
準
が
多
い
た
め
、
２
次
検
討
会
を
Ｗ

　

   

Ｅ
Ｂ
の
み
の
配
信
で
開
催
す
る
こ
と
を
決
定
し

　

   

た
。
併
せ
て
動
画
配
信
も
５
月
末
ま
で
行
う
こ

　

   

と
と
し
た
。

②（
７
／　
）歯
科
届
出
に
係
る
研
修
会
開
催
に
つ
い
て

    

・ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
で
開
催
し
、
会
場
参
加
は
１
０

　

  

０
名
上
限
で
行
う
こ
と
と
し
た
。

③
２
０
２
４
年
度
歯
科
部
事
業
に
つ
い
て

    

・
全
体
の
開
催
予
定
事
業
を
確
認
し
た
。
今
後
、

　

   

予
定
外
の
行
事
開
催
に
つ
い
て
も
検
討
を
行
う

　

   

こ
と
と
し
た
。

④
そ
の
他

    

・
９
／
７
街
頭
宣
伝
行
動
（
大
通
公
園
）

    

・
歯
科
保
険
診
療
研
究
（
５
／
５
号
）
の
確
認
を

　

  

行
っ
た
。

第
1
回
歯
科
部
担
当
理
事
会（
4
月
10
日
）

歯
科
部
だ
よ
り

※

次
回 

２
０
２
４
年
度
第
2
回
歯
科
部
担
当
理
事
会

…

5
月
8
日（
水
）午
後
７
時

悪
口
を
言
わ
れ
て
も

　
気
に
し
な
い
人
の
考
え
方

日
常
の
喧
騒
を
忘
れ
、
ゆ
っ

た
り
と
し
た
時
間
が
流
れ
る

カ
フ
ェ
や
様
々
な
野
菜
や
羊

肉
を
は
じ
め
と
し
た
美
味
し

い
肉
な
ど
の
食
材
、
キ
ャ
ン

プ
や
ス
キ
ー
な
ど
の
ア
ク
テ

ィ
ビ
テ
ィ
、
疲
れ
た
体
を
癒

す
源
泉
か
け
流
し
の
温
泉
、

お
腹
を
満
た
す
飲
食
店
な
ど

思
う
存
分
に
堪
能
で
き
る
町

で
す
。

　
町
立
長
沼
病
院
は
、
町
内

の
基
幹
病
院
と
し
て
、
内
科
・

消
化
器
科
・
循
環
器
科
・
整

形
外
科
・
精
神
神
経
科
・
皮

膚
科
・
眼
科
と
い
っ
た
外
来

部
門
と
一
般
病
床
60
床
で
運

営
し
て
お
り
、
そ
の
他
、
介

護
療
養
型
老
人
保
健
施
設

（
65
床
）
を
院
内
に
併
設
し
、

密
接
な
連
携
か
つ
迅
速
な
対

応
に
よ
っ
て
医
療
と
介
護
を

制
度
横
断
的
に
利
用
で
き
る

と
い
う
点
に
特
色
を
有
し
て

お
り
ま
す
。

　
現
在
、
常
勤
医
が
院
長
１

名
と
な
っ
て
お
り
、
常
勤
医

師
を
招
聘
す
べ
く
様
々
な
手

段
で
募
集
を
行
っ
て
い
ま
す

が
、
結
果
叶
わ
ず
、
大
学
病

院
等
か
ら
医
師
派
遣
を
受
け

て
、
医
療
体
制
の
維
持
を
行

っ
て
お
り
ま
す
。
地
域
住
民

が
安
心
し
て
住
め
る
ま
ち
づ

く
り
を
進
め
る
と
と
も
に
、

町
内
唯
一
の
二
次
救
急
指
定

病
院
と
し
て
、
変
わ
ら
ず
救

急
医
療
を
提
供
し
、
地
域
住

民
の
健
康
と
安
全
を
守
る
た

め
に
は
、
地
域
医
療
を
共
に

担
い
、
老
若
問
わ
ず
診
療
が

可
能
な
総
合
診
療
医
の
招
聘

ら
、
壮
大
な
石
狩
平
野
に
の

ぞ
み
、
馬
追
の
山
す
そ
に
ひ

ろ
が
る
広
大
な
土
地
は
、
四

季
が
織
り
な
す
景
色
を
目
と

肌
で
感
じ
る
こ
と
が
で
き
、

　
長
沼
町
は
、
空
知
総
合
振

興
局
南
部
に
位
置
し
、
新
千

歳
空
港
か
ら
車
で
30
分
、
札

幌
か
ら
車
で
50
分
程
度
の
場

所
に
あ
り
ま
す
。

　

便
利
な
立
地
で
あ
り
な
が

長
沼
町

地
域
に
必
要
な
医
療
機
関
で
あ
り
続
け
る
た
め
に

休保制度は非営利だからコスパで圧倒！

保険医休業保障共済保険
加 　 入 　 日 2024年8月1日
お申込み締切日 5月25日
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●
お
問
合
せ
は
本
会
事
務
局
ま
で

☎
０
１
１-

２
３
１-

６
２
８
１

常用点数早見表
（病院用/診療所用）

（税込・送料別）各500円

新点数運用
Q&Aレセプトの記載

（税込・送料別）1,500円

締切迫る！！

突然の休業に備えていますか？
30～40代加入者の約5人に1人が給付を受けています

※休業保障制度　現在加入者給付実績　2023年5月末時点

保険医会の休業保障制度なら！
①自宅療養でも給付　入院は１日目から

② 土日祝日・有休・休診日も休業日に含まれます。

＊給付金額例＊　８口加入で30日分給付を受けた場合
自宅療養 144万円 入院療養 192万円
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※2冊とも5月中旬発刊予定（書籍画像は2022度版のもの）
※開業医会員には1冊無料で送付
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2024年歯科診療報酬改定の疑義解釈

　6月の診療報酬改定の準備に向けて、3月28日に発出された疑義解釈資料のうち、本会歯科
会員に関係する部分をまとめました。なお、本会HP（QR参照）に疑義解釈資料全文を掲載して
いますのでご確認下さい。
【歯科診療特別対応加算】

　初診時歯科診療導入加算に代わって、歯科診療特別対応加算２が新
設されたが、歯科診療特別対応加算2について、初診時のみではなく再
診時でも算定可能か。

問

答 　算定要件を満たす場合は、再診時でも算定可能。

　B001-2歯科衛生実地指導料の注3に規定する口腔機能指導加算に
ついて、「口腔機能の発達不全を認める患者」又は「口腔機能の低下を
認める患者」に対して指導を行った場合に算定できることとされている
が、病名が口腔機能発達不全症又は口腔機能低下症の場合のみ算定
可能なのか。

問

答 　検査の結果、口腔機能発達不全症又は口腔機能低下症の確定診断に
は至らなかったが、口腔機能管理の必要性があり口腔機能管理を実施
する場合は当該加算を算定可能である。この場合の傷病名は、「口腔機
能管理中」として差し支えない。

　B000-4-2小児口腔機能管理料の注3に規定する口腔管理体制強化
加算の施設基準の届出を行っている保険医療機関において、I011-2歯
周病安定期治療を行っていた患者が病状の改善によりI011-2-3歯周病
重症化予防治療に移行する場合であって治療間隔の短縮が必要とさ
れる場合は、治療間隔を短縮して歯周病安定期治療を実施していた患
者のみ、歯周病重症化予防治療を毎月算定できるのか。

問

答 　この場合は、実施していた歯周病安定期治療の治療間隔によらず、歯
周病重症化予防治療を毎月算定できる。

　I011-2歯周病安定期治療の算定留意事項通知（７）において「歯周病
安定期治療を実施後に行う歯周外科手術は、所定点数の100分の50に
より算定する」とされているが、歯周病の治療を目的としない歯周外科
手術を行う場合について、どのように考えればよいか。

問

答 　所定点数により算定可能。なお、算定に当たっては、診療報酬明細書
の摘要欄に当該手術の目的を記載する。

　M003-2テンポラリークラウンについて、ブリッジの支台歯として歯冠
形成を行った歯に対して算定可能か。

問

答 　算定不可。なお、ブリッジの支台歯については、M004リテーナーを算
定する。

　M010-3接着冠について、「支台歯のうち少なくとも１歯の切削をエ
ナメル質内にとどめ」とあるが、支台歯に対してグルーブ付与を行う際
に、やむを得ない場合は象牙質まで切削してよいか。

問

答 　接着ブリッジ製作にあたっての支台歯の切削はエナメル質内にとどめ
ることとするが、グルーブ付与の際において、必要がある場合には象牙
質まで切削して差し支えない。

　M015-2CAD/CAM冠「２エンドクラウンの場合」について、CAD/CAM
冠用材料との互換性が制限されない歯科用CAD/CAM装置を用いて咬
合面全体を被覆する形態のCAD/CAMインレーを製作した場合は算定
可能か。

問

答 　算定不可。CAD/CAM冠「２エンドクラウンの場合」は、歯科用
CAD/CAM装置を用いて、歯冠部と髄室保持構造を一塊にした歯冠補綴
物を製作した場合をいい、咬合面全体を被覆する形態のCAD/CAMイン
レー（補助的保持形態を有するものを含む）は含まれない。なお、エンド
クラウンについては、公益社団法人日本補綴歯科学会の「保険診療にお
けるCAD/CAM冠の診療指針2024」を参考とすること。

　M018有床義歯について、「模型上で抜歯後を推定して製作する即時
義歯は認められるが、即時義歯の仮床試適に係る費用は算定できな
い」とあるが、抜歯予定部位が残根又は根面被覆等であって、仮床試適
が可能な場合の有床義歯の取扱いについて、どのように考えればよい
か。

問

答 　即時義歯の仮床試適については算定できない。ただし、抜歯予定部位
が残根又は根面被覆等であって、仮床試適が可能な場合においては、有
床義歯を製作した上で、仮床試適を算定しても差し支えない。

　2024年度診療報酬改定前の歯科点数表A000初診料の注９に規定
する歯科外来診療環境体制加算１の届出を行っていた歯科医療機関
における、2024年6月1日以降の歯科外来診療感染対策加算の経過措
置の取扱いについて、どのように考えればよいか。

問

答 　2024年3月31日時点で歯科外来診療環境体制加算1の届出を行っ
ている歯科医療機関が歯科外来診療感染対策加算1を算定する場合、
2024年6月3日までに新施設基準の届出を行う必要はない。この場合に
おいては、2025年6月1日以降も歯科外来診療感染対策加算１を引き
続き算定する場合は、届出を行う必要がある。

　A000初診料の注14及びA002再診料の注11に規定する医療情報取
得加算（以下単に「医療情報取得加算」という）について、「オンライン資
格確認」により患者の診療情報等の取得を試みた結果、患者の診療情
報等が存在していなかった場合の算定について、どのように考えれば
よいか。

問

答 　医療情報取得加算２又は医療情報取得加算４を算定する。

　医療情報取得加算について、患者が診療情報等の取得に一部でも
同意しなかった場合の算定について、どのように考えればよいか。ま
た、マイナ保険証が破損等により利用できない場合や患者の個人番号
カードの利用者証明用電子証明書が失効している場合の算定は、どの
ようにすればよいか。

問

答 　いずれの場合も、医療情報取得加算１又は医療情報取得加算３を算
定する。

　医療情報取得加算１又は２について、初診時問診票の項目につい
て別紙様式５を参考とするとあるが、2024年6月1日より新たな問診票
を作成し使用する必要があるか。

問

答 　必ずしも新たな問診票を作成することは要しないが、別紙様式５に示
された問診票の項目等が、医療機関において既に使用している問診票
に不足している場合は、不足している内容について別紙として作成し、既
に使用している問診票とあわせて使用すること。

　A002再診料の注11に規定する医療情報取得加算3及び4について、
「算定に当たっては、他院における処方を含めた薬剤情報や必要に応
じて健診情報等を問診等により確認する」とあるが、再診時にすべての
項目について問診を必ず行う必要があるのか。

問

答 　オンライン資格確認により情報が得られた項目については、省略して
差し支えない。

　B000-4-2小児口腔機能管理料の注3に規定する口腔管理体制強化
加算の施設基準において、「歯科疾患の重症化予防に資する継続管理
（エナメル質初期う蝕管理、根面う蝕管理及び口腔機能の管理を含む
ものであること）並びに高齢者・小児の心身の特性及び緊急時対応等
に関する適切な研修」を受講した歯科医師が求められているが、どのよ
うな内容の研修が該当するのか。

問

答 　「歯科疾患の重症化予防に資する継続管理（エナメル質初期う蝕管
理、根面う蝕管理及び口腔機能の管理を含むものであること）並びに高
齢者・小児の心身の特性及び緊急時対応等に関する適切な研修」につ
いては、以下の内容をすべて含むものであること。
①う蝕（エナメル質初期う蝕、根面う蝕を含む）の重症化予防と継続管理
②歯周病の重症化予防と継続管理（歯周病安定期治療の考え方を含む
　ものであること）
③以下のいずれか１つ以上の内容を含む口腔機能管理
　・口腔機能発達不全症
　・口腔機能低下症
　・全身的な疾患を有する患者の口腔機能管理等
　  （ただし、④及び⑤の研修と同内容の研修は認められないこと）
④高齢者・小児の心身の特性
⑤緊急時対応

【口腔管理体制強化加算】

【口腔機能指導加算（歯科衛生実地指導料）】

【歯周病重症化予防治療】

【歯周外科手術】

【テンポラリークラウン】

【接着冠】

【有床義歯】

【歯科外来診療感染対策加算】

【医療情報取得加算】


